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-------------------------------------------------------------------------------------- 

テレワーク導入への自宅環境は？ 

～リクルート住まいカンパニー調査より 

◆調査の概要 

株式会社リクルート住まいカンパニーが２月

25 日、東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・茨城・栃

木・長野・山梨に住居を置く 20 歳～64 歳の会社

員（正規・非正規問わず）・公務員・自営業・自由

業等の男女に実施した、「テレワーク（リモート

ワーク）×住まいの意識・実態調査」の結果を公

表しました。 

◆テレワークの実施率 

テレワークの実施については、17％が既に「実

施中」、28％が「導入を考えている・興味がある」、

55％が「興味がない・仕事の性質上無理」と回答

しています。 

職種別にみてみると、実施中で多いのが「企

画／マーケティング」（38％）、「Web／クリエイティ

ブ系」（30％）、「エンジニア」「営業」（ともに 24％）、

「事務・経理・総務・人事」（16％）と続きます。公

務員でも 12％が導入済です。 

「導入を考えている」との回答で注目すべきは、

「事務・経理・総務・人事」で、34％が興味がある

としています。ＨＲテクノロジーの発展により、事

務系は確実にテレワークができる環境が整いつ

つあるようです。 

◆自宅環境整備の実施率 

・テレワーク実施場所 

最も多かったのは、「リビングダイニング」

（59％）で、そのうち専用のスペースがあるのは

20％。その他、「書斎等専用ルーム」（19％）、「カ

フェ・喫茶店」（12％）、「寝室・ベッドルーム」

（10％）と、圧倒的に自宅で働く人が多いようです。 

・自宅環境の整備 

テレワーク実施にあたり、自宅を仕事に適した

環境に整えたかという質問では、70％が「環境を

整えた」と回答しています。その内容として、「仕

事の資料・ＰＣ置き場・収納スペースを作った」

（28％）、「ネットワーク環境を整えた」（26％）、

「モニター・プロジェクター等用意した」（24％）が

挙がり、金額的には、10 万円以下を費やした割

合が 64％と過半数を超えています。 

◆その他 

賃貸住宅居住者に至っては、現在の住宅に

シェアオフィスやコアワーキングスペースが備わ

る場合、66％が「家賃が上がっても良い」と回答

しています。また、テレワークをきっかけに、「引

越しをした」割合が 10％、また「前向きに検討し

ている・してみたい」と回答した割合が 42％あり

ました。 

今夏の東京オリンピックに向けて、テレワーク

の導入検討・準備を進めていた企業は多かった

と思います。そんな矢先、新型コロナウイルスの

感染拡大を受けて、大企業を筆頭に前倒しでテ

レワーク導入を始めた企業が多くみられます。急

ピッチでの整備が求められます。 

【リクルート住まいカンパニー「「テレワーク×住

まいの意識・実態」調査結果」】 

https://www.recruit-

sumai.co.jp/press/2020/02/70.html 

 

新型コロナウイルス、就活への影響は？

～マイナビの意識調査から 
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株式会社マイナビが、新型コロナウイルスの

感染拡大に伴い、2021 年卒業予定の全国の大

学３年生、大学院１年生を対象に、新型コロナウ

イルス感染拡大に対する就職活動実態調査を実

施し、計7,419名から有効回答を得て、その結果

を発表しました。 

◆感染拡大が自身の就活に何らかの「影響があ

る」と回答した学生は８割以上 

まず、新型コロナウイルスの感染拡大が自身

の就職活動に何らかの影響があると思うかとい

う質問では、「影響がある」と回答した学生が

82.9％で、「影響はない」と答えた学生は 5.1％

でした。これは、文系・理系、地域を問わず大き

な差はない数字で、大半の学生が、就職活動に

影響があると考えていることがわかります。 

◆就活の全工程を「ＷＥＢ化」してもよいとする学

生は２割に届かず 

就活における「対面」または「ＷＥＢ」での実施

についてどう思うかという質問では、「会社説明

会はＷＥＢ化してもいいが、１次面接以降は対面

での実施が望ましい」が最多の 49.2％、次いで

「会社説明会～１次面接まではＷＥＢ化してもい

いが、２次面接以降は対面が望ましい」が

17.5％。「全工程（会社説明会～最終面接）ＷＥ

Ｂ化してもかまわない」と答えたのは 16.3％にと

どまりました。 

学生からは、「社員の雰囲気を確かめたい」

「ＷＥＢでは熱意などが伝えにくい」「対面の方が

ありのままの自分をみてもらえる」といった声が

上がったほか、「ＷＥＢカメラの購入が金銭的に

負担」「パソコンのカメラは上についていて目線

が合わない」などといった意見も見受けられまし

た。 

◆企業の採用担当者に求められるのは「迅速な

情報伝達」「リアルな企業理解の機会の提供」

「感染症対策への配慮」「選考期間への配慮」

など 

学生が企業の採用担当者に求めることとして

は、「迅速な情報伝達をしてほしい」、「限りなくリ

アルに近い企業理解の場の提供をしてほしい」、

「ＷＥＢ説明会の際には規模、告知、ネットワーク

環境、質疑応答の機会、資料の配布などで配慮

してほしい」「感染症対策への十分な配慮をして

ほしい」、「選考期間を延ばしてほしい」といった

声が上がりました。 

 

企業には、学生の不安を緩和する十分な配慮

が求められそうです。 

【マイナビ「2021 年卒大学生 新型コロナウイル

ス感染拡大に対する就職活動実態調査」】 

https://www.mynavi.jp/news/2020/03/post_

22614.html 

 

新型コロナウイルスへの企業の対応 

～マーサージャパン調査より 

 

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、企業

がどのような対応をしているかが気になるところ

です。人事コンサルティング会社のマーサージャ

パンでは２月 27日から３月４日までの期間、新型

コロナウイルスに対する企業の対応について、

調査を実施しました。 

◆時差出勤、テレワーク 

各社の取組みの現状としては、「時差出勤の許

可・奨励」が 84％、「在宅勤務・テレワークの許

可・奨励」が 69％と柔軟な対応が進んでいます。 

在宅勤務・テレワークについては、82％が全社ま

たは一部の部門で実施しています。その一方で、

18％の企業が実施していない理由としては、「イ

ンフラが整っていない」(78％)、「関連規定・ルー

ルが整備されていない」(66％)、「業務特性がテ

レワークに適していない」(62％)などが挙げられ

ています。 

◆イベントの中止・延期 

「緊急性の低い国内外の出張を中止・延期」が

91％、「集合型社内研修の中止・延期」が 71％、

「職場での懇親会等の中止・延期」が 59％、「採

用関連イベントの中止・延期」が 39％と多く、「新

卒・中途入社式の中止」も 10％となっています。 

◆オンライン化 

会議などのオンライン化も「オンライン会議への

切替え」(社内ミーティング 52％、社外ミーティン

グ 39％)、「オンライン研修への切替え」(27％)と

進んでいます。 
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◆企業への影響 

企業が抱える懸念としては「出張の中止や延期

に伴う商談のスローダウン」が 57％、「国内外の

経済活動の停滞、自粛ムードに伴う売上の減少」

が 50％と多くなっています。 

◆マーサージャパンによるポイントまとめ 

・全社共通の対応としては、総じて不要・不急な

出張の中止・延期やテレワークへの切替えなど、

感染拡大防止にあたり必要な施策を実施する一

方、ビジネス面の影響や４月以降の業務計画の

見直しについては慎重に見極める姿勢が大半で

あり、悲観的なトーンが比較的強いメディア報道

に比べ、企業の現場では比較的冷静な対応が多

く見受けられた。 

・一方で、感染拡大防止に向けた対応・施策が十

分に整備されていない企業も散見され、個別企

業ごとの危機管理や業務・IT インフラ、リーダー

シップのあり方の違いが浮き彫りになった。 

 

【マーサージャパン「新型コロナウィルスに対する

企業対応のスナップショットサーベイ結果」】 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.

000035512.html 

 

書類送検された事例も！「転倒災害防止」

について、改めて考えてみましょう 

◆転倒災害で書類送検 

三重県津市のテーマパークの建設現場で安全対

策を怠ったとして、津労働基準監督署は、2019

年 12 月 10 日、労働安全衛生法 23 条（事業者

の講ずべき措置）違反の疑いで、建設業者と同

社の現場監督の男性を書類送検しました。工事

現場通路の仮設門に強風対策で取り付けるワイ

ヤーを地面から約５センチ浮いた状態で設置し、

作業員が転倒するおそれがあったにもかかわら

ず、通行を禁止するなどの防止措置を講じな

かったため、作業に当たっていた 70 代の男性が

ワイヤーにひっかかって転倒し、頸椎損傷の重

傷を負ったといいます。 

◆転倒災害防止の必要性 

転倒防止措置の不実施での送検はめずらしいで

すが、いつ同様の送検事案が生じても不思議は

ありません。そもそも転倒災害は、休業４日以上

の死傷災害で最も件数の多い災害で、例年、全

労働災害の約 20％を占めています。加齢により

身体強度や運動機能が低下する高年齢労働者

の増加に伴って、目立って死傷者数が増加して

いる災害でもあります。転倒が重大な事故につ

ながることのないよう、各職場で転倒防止措置を

講じ、対策を徹底することが必要です。 

◆転倒災害防止対策のポイント 

厚生労働省と労働災害防止団体は、転倒災害を

減少させるため、「STOP！ 転倒災害プロジェク

ト」を推進しています。次のような観点から転倒

防止措置を講じることが推奨されていますので、

これを参考に、改めて職場の状況、作業の仕方

を見直してみましょう。 

【設備管理面の対策】 

歩行場所に物を放置しない／床面の汚れ（水・

油・粉等）を取り除く／床面の凸凹、段差等の解

消 

【転倒しにくい作業方法】 

時間に余裕を持って行動／滑りやすい場所では

小さな歩幅で歩行／足元が見えにくい状態で作

業しない 

【その他の対策】 

作業に適した靴の着用／職場の危険マップの作

成による危険情報の共有／転倒危険場所にス

テッカー等で注意喚起／体操による筋力維持・

アップ 

 

就職氷河期世代に限定した求人がハロー

ワーク以外でも可能に 

◆ハローワーク以外での求人が可能に 

厚生労働省は、労働施策の総合的な推進並

びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実

等に関する法律施行規則の一部を改正する省

令を改正し、2023（令和５）年３月 31 日までの３

年間、就職氷河期世代（35歳以上 55歳未満）の

安定した雇用を促進するため、年齢層を制限し

た求人を可能とすることとしました。 

また、この改正で同省は、これまで企業が就

職氷河期世代に限定した求人を出すことをハ

ローワークにのみ認めていましたが、ハローワー

クに同様の求人を出すことで、ホームページでの

直接募集や求人広告、民間職業紹介事業者へ
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の求人申込みなど、さまざまな方法で併用するこ

とが可能となりました。 

◆求人申込みの要件は？ 

就職氷河期世代に限定した求人を出す場合に

は、ハローワークへの求人申込みに加え、以下

のいずれにもあてはまる人を雇用するという要件

を満たす必要があります。 

①  35 歳以上 55 歳未満で、安定した職業

に就いていない方 

② 期限を決めない労働契約を締結すること

を目的とすること 

③ 職業に就いた経験があることを求人の条

件にしない場合に限る 

①の「不安定な職業に就いていない方」とは、

雇入れ日前１年間に正社員として雇用されてい

ない者、かつ、雇入れ日前直近５年間に正社員

としての雇用期間が通算１年以下の者や、概ね

１年以上、臨時的・短期的な就業を繰り返す、あ

るいは臨時的・短期的な就業と失業状態を繰り

返すなど不安定就労の期間が長い者、非正規雇

用の就業経験が多い、あるいは就職後の就労期

間が短い者など、安定した就労の経験が乏しい

者（正規雇用の在職求職者は除く）であることを

いいます。 

②については、①の方に安定した雇用を促進

することを目的としているためです。 

③については、就職氷河期世代で無業の方の

募集・採用のため、職業経験の有無を条件とす

ることは適当ではありません。したがって、「○○

の経験者募集（優遇）」「○○の経験を有する者」

といった求人条件を定めることはできません。 

これらの要件を満たす求人であれば、応募資

格を「年齢不問」とした上で、例えば、「就職氷河

期世代で正社員雇用の機会に恵まれなかった方

歓迎」などと併記することが可能となっています。 

◆助成金を新設 

政府が進める「就職氷河期世代支援プログラ

ム」の施策の１つとして、特定求職者雇用開発助

成金（就職氷河期世代安定雇用コース）が新設

されました。この助成金は、特定求職者雇用開

発助成金（安定雇用コース）を拡充したもので、

対象労働者の支給要件が緩和されました。中小

企業の場合１人当たり 60万円が支給されます。 

詳細については、以下をご確認ください。 

【厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金（就

職氷河期世代安定雇用実現コース）」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsui

te/bunya/0000158169_00001.html 

 

4 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

15 日 

○ 給与支払報告に係る給与所得者異動届出

書の提出［市区町村］ 

30 日 

○ 預金管理状況報告の提出［労働基準監督署］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、

１月～３月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事

務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状

況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日

＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 公益法人等の法人住民税均等割の申告納

付［都道府県・市町村］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 1 期＞

［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合があ

る。 

 

当事務所よりひと言 

 報道、行政関係各所から、新型コロナウイルス

の感染情報が発信されております。 

皆様方のご無事をお祈りいたします。 

（髙野 裕之） 


